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転
医
す
る
と
同
じ
話
を
何
度
も

し
た
り
、
検
査
も
繰
り
返
す
こ
と

と
な
り
、
そ
の
分
、
医
療
費
も
多

く
か
か
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
信
頼

の
で
き
る
、
か
か
り
つ
け
医
が
い

れ
ば
安
心
で
す
。

　

窓
口
で
支
払
っ
た
医
療
費
の

　

記
録
を
保
管
し
、
確
定
申
告

　

に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
た

お
金
の
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
、

そ
の
医
療
費
を
記
録
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
領
収
書
等
が
保
管
さ
れ

て
い
れ
ば
、
所
得
金
額
に
応
じ
て

所
得
税
の
医
療
費
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
る
方
で
も
、
支
給
さ
れ

て
い
る
恩
給
や
遺
族
年
金
等
の
非

課
税
所
得
と
そ
の
他
の
所
得
の
合

計
金
額
に
よ
っ
て
は
、
社
会
保
険

等
の
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
を
受

け
ら
れ
、
社
会
保
険
に
加
入
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
基
準
を
参
考
に
、
被
扶
養

資
格
の
有
無
を
判
断
し
て
い
た
だ

き
、
扶
養
に
な
る
た
め
の
手
続
き

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

①
遺
族
年
金
等
を
含
め
た
年
収
合

　

計
が
１
３
０
万
円
未
満
。（
60

　

歳
以
上
又
は
障
害
者
の
場
合
１

　

８
０
万
円
未
満
）

②
主
と
し
て
被
保
険
者
の
収
入
で

　

生
計
を
維
持
し
て
い
る
。

③
①
の
年
収
合
計
が
扶
養
し
て
く

　

れ
る
方
の
年
収
の
半
分
未
満
等
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

住
民
福
祉
課
国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　

６
２-

９
１
１
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（
有
）９
１
１
１

　

事
前
送
付
の
対
象
者
は
、
社
会

保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
が
管
理
す
る

年
金
加
入
記
録
に
よ
り
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
要
件
（
注
）

が
確
認
で
き
た
方
で
す
。

（
注
）
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

　

た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
厚
生

　

年
金
・
共
済
組
合
の
加
入
期
間
・

　

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
済
期

　

間
（
第
３
号
被
保
険
者
期
間
含

　

む
）
・
国
民
年
金
の
保
険
料
免

　

除
・
猶
予
期
間
な
ど
を
合
計
し

　

て
、
25
年
以
上
あ
る
こ
と
が
必

　

要
で
す
。

　

裁
定
請
求
書
に
は
、
基
本
事
項

（
基
礎
年
金
番
号
、
氏
名
、
生
年

月
日
、
性
別
、
住
所
）
及
び
年
金

加
入
記
録
が
印
字
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
封
さ
れ
て
い
る
「
年
金
を
請
求

さ
れ
る
み
な
さ
ま
へ
」
を
よ
く
確

認
の
う
え
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
お
近
く

の
社
会
保
険
事
務
所
ま
た
は
年
金

相
談
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
記
入
誤
り
や
必
要

書
類
に
漏
れ
な
ど
が
あ
り
ま
す
と
、

年
金
の
支
払
い
が
遅
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
特
に
、
戸
籍
・
住
民
票
は
、

60
歳
ま
た
は
65
歳
の
誕
生
日
の
前

日
以
降
の
発
行
で
あ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
60
歳
到
達
後
に
年
金
を

受
け
る
権
利
が
発
生
す
る
方
に
は

「
老
齢
年
金
の
お
知
ら
せ
」
、
受

給
資
格
要
件
が
確
認
で
き
な
い
方

に
は
「
年
金
加
入
期
間
の
確
認
に

つ
い
て
」
の
は
が
き
を
60
歳
に
な

る
月
の
３
ヶ
月
前
に
お
送
り
し
ま

す
。

　

い
ず
れ
も
誕
生
日
の
前
日
の
属

す
る
月
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
厚
生
年
金
の
加
入
期
間

が
12
ヶ
月
以
上
あ
る
方
は
、
60
歳

か
ら
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
60
歳
に

な
る
月
の
３
ヶ
月
前
に
お
送
り
し

ま
す
。

　

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
12
ヶ

月
未
満
の
方
や
国
民
年
金
の
み
加

入
さ
れ
て
い
た
方
は
、
65
歳
に
な

る
月
の
３
ヶ
月
前
に
お
送
り
し
ま

す
。

　

サ
ー
ビ
ス
向
上
と
請
求
漏
れ
を

な
く
す
た
め
、
60
歳
ま
た
は
65
歳

に
な
る
月
の
３
ヶ
月
前
に
裁
定
請

求
書
を
お
送
り
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
年
金
ダ
イ
ヤ
ル
（
０

５
７
０-

０
５-

１
１
６
５
）
ま
た

は
、
岡
谷
社
会
保
険
事
務
所
（　

２
３-

３
６
６
１
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。


